
令和５年(ソラ)第１ ０１号

　(基本事件　広島地方裁判所三次支部会和４年(ﾜ)第１４号)

　　　　　　　決　　　　　定

広島県庄原市三日市町３０９

　　　　　抗告人（基本事件原告）

東京都千代田区霞が関１－１－１

　　　　　相手方（基本事件被告）

　　　　　同代表者法務大臣

　　　　　同　指　定　代　理　人
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　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　文

　　　　　　　１　本件抗告を却下する。

　　　　　　　２　抗告費用は抗告人の負担とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　理　　　　　　由

１　抗告人は、基本事件において、抗告人の文書提出命令申立てについてなされた

　却下決定（以下「本件決定」という。）を不服として、本件即時抗告をした。

２　一件記録によれば、本件決定は証拠調べの必要性がないことを理由とするもの

　であること、本件即時抗告は令和５年３月２２日になされたが、同月２０日に基

　本事件は弁論終結とされたことが認められる。

　　証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決

　定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として独立に不服の申立てを
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　することはできない（最高裁平成１１年許第２０号同１２年３月１０日第一小法

　廷決定・民集５４巻３号１０７３頁参照）。また、文書提出命令の申立てを却下す

　る決定に対し口頭弁論終結後にされた即時抗告は不適法である（最高裁平成１３

　年許第２号同年４月２６日第一小法廷決定・集民２０２号２２９頁参照）。

　　したがって、本件即時抗告は不適法なものであって、その不備を補正すること

　ができないものと認められる。

３　よって、民事訴訟法３３１条、２８７条１項により本件抗告を却下することと

　し、主文のとおり決定する。

令和５年３月２７目

　　　　広島地方裁判所三次支部

　　　　　　　　　　　裁判官　　加　　藤

これは謄本である。
　前同日同庁
　　　裁判所書記官岩岡秀
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